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協同活動強化運動として中期計画を策定し実践しているＪＡ福光

「農協の中期的課題」シリーズ５回目の今

回は、協同活動強化運動として中期計画を策

定し、実践している富山県のＪＡ福光につい

て、計画の策定プロセスに焦点を当てて紹介

することにしたい。

１　管内と当ＪＡの概況

ＪＡ福光は、2000年に当時の福光町内の２

つの農協が合併して設立された。その後、04

年に福光町を含む４町４村が合併して南砺市

が誕生したため、現在は南砺市の福光地域が

管内である。

福光地域は、富山県の西南部に位置し、岐

阜県と石川県との県境にある。標高939メー

トルの医王山山麓に位置している。町の基幹

産業は製造業で、アルミ関連をはじめとする

工場が多い。

農業は稲作が中心であり、03年度の農業粗

生産額の71.5％を米が占めている。農協主導

で集落営農を進めており、管内の集落の半数

程度が集落営農となっている。

総世帯数は5,622世帯であり、このうちの

約３割に相当する1,591世帯が農家である。

総農家数のうち９割が販売農家であるが、販

売農家の86.3％は第２種兼業農家である。

第１表は、当JAの正組合員1人当たりの事

業量や職員数等を全国平均と比較したもので

ある。貯金残高と長期共済保有高はいずれも

1.0～1.1倍となっており大きな違いはみられ

ないが、米の販売･取扱高が2.4倍であること

が特徴である。

２　協同活動強化運動の概要

当ＪＡでは、協同活動強化運動（以下、

「協活」と略すこともある）の３か年計画が

農協の中期計画となっている。

そもそも協同活動強化運動は、第14回（76

年）と第15回（79年）の全国農協大会で決

議されたものである。そのねらいは、①組合

員がみずからの営農と生活を見直し、その向

上をはかるために、自発的に協同活動をおこ

し、主体性をもって農協運営に参加すること、

②農協と連合会は、組合員の協同活動を助長

し、組織・事業運営に生かされる仕組みをつ

くること、であった。このために、それぞれ

の地域の条件、組織･事業･経営の実情に即し

て、協同活動を通じて解決すべき目標･課題
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を明らかにしたうえで、３か年で到達すべき

計画を策定し、実践に取組むこととした（注）。

当ＪＡでは、第14回全国農協大会での決議

を受けて、「みんなで話合い、みんなで計画し、

みんなで実践する」という協同活動強化運動

の考え方に共感し、77年度から取組み始めた。

具体的な取組方法は、66年の福光中央農協発

足以来行っていた、今日の協同活動強化運動

に相当する中期計画策定委員会（組合員代表、

組織代表、学識経験者および役職員等）による

審議会（営農、生活、経営の３部門に分けて、

地域と農協の課題を話し合う）が基礎となっ

ている。当時、参考とする事例がなかったた

めである。以来30年間､協同活動強化運動と

して継続して取組んでいる。

聞き取り調査によると、協同活動強化運動

のポイントは、農協職員の中に運動のリーダ

ーが存在していることと、組合員のみならず

消費者など農協・地域にかかわるさまざまな

代表が参加する手法の２つにあり、これらが

当ＪＡでの取組みが現在まで継続している理

由とのことであった。
（注）全中（1979）『第15回全国農業協同組合大会

議案』9頁

３　協同活動強化運動の計画策定の担い手

当ＪＡでは、協同活動強化運動の計画策定

と見直しのために、農協職員をメンバーとす

る①CI研究会、②業務研究会、③協活幹事会

を設置し、組合員を中心に幅広い関係者をメ

ンバーとする④運営審議委員会、および正・

准組合員をメンバーとする⑤支所協同活動推

進協議会（支所単位）を設置している。

①CI研究会のメンバーは、20～30歳代の

若手農協職員の中から組合長が任命した10人

程度である。CI研究会の役割は、毎年、組

織運動と組合員に関する、そのときの重要テ

ーマについて話合い、方向づけを行うことで

ある。CI研究会の会議には、必要に応じて各

部長や常勤役員がオブザーバーとして参加す

るものの誘導はせず、メンバーの意見が尊重

される。ちなみに05年度のテーマは「支所

店舗統廃合について」であった。

②業務研究会のメンバーは係長以上の農協

管理職全員である。業務研究会の主な役割は、

計画に対する現状の課題の抽出、次期計画の

素案作成、毎年度の対応策の素案作成、農地

の事業計画策定などである。

③協活幹事会のメンバーは農協の部長と課

長であり、協同活動強化運動３か年計画の内

容や進捗状況、農地の事業計画との整合性の

チェックを行うのが主な役割である。

④運営審議委員会は、農協の組合長と常務

理事、農協役員、総代代表、集落の生産組合

協議会代表、組合員代表、農業委員、青年部

役員、女性部役員、営農組織代表、生活組織

代表、学識経験者（農業普及指導センター、

自治体農政担当、系統中央機関の富山県担当

等）、および消費者代表といった合計101人の

多様なメンバーから構成されている。組合員

や関係者だけでなく、消費者代表も委員に加

わっていることが特徴である。全てのメンバ

ーが参加して全体会議が２回開催される。運

営審議委員会の下部組織として、営農部会、

生活部会、（農協）経営部会の３部会が設置さ

れており、具体的課題の審議は各部会で行わ

れる。

⑤支所協同活動推進協議会には、合計約

1,200人の正・准組合員が参加し、農協職員

から計画案の説明を受け、意見交換する。

運営審議委員会（うち組合員87人）と支

所協同活動推進協議会（約1,200人）を合わ

せると、組合員の実に４人に１人が計画の策
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定に参加していることになる。職員も含めて、

自ら計画の策定に参加したという意識が計画

の実現につながっているとのことであった。

４ 協同活動強化運動３か年計画の策定プロセス

第１図に３か年計画の策定プロセスを示し

た。まず、次期３か年計画策定の作業に先が

けて、計画開始の前年の6～7月に、CI研究

会がテーマについて、5回ほどの会合を重ね

て検討する。CI研究会は、検討した結果を7

月に業務研究会で報告する。これを受けて、

業務研究会は計画の素案を作成する。協活幹

事会は、素案の中から協同活動強化運動とし

て取り上げる項目を選択し、原案を作成する。

運営審議委員会は、7月に全体会議を開催

し、営農・生活・経営の各部会の部会長と副

部会長を指名する。そして11月にかけて、

各部会ごとに５～８回の会合で原案について

審議する。審議結果を受けて協活幹事会は原

案を修正する。また協活幹事会が審議結果を

とりまとめ、12月に開催する２回目の全体会

議で各部会長が報告する。

その後、各支所の協活推進協議会で修正原

案を話し合う。そこで出された意見を反映し

て、最終案が作成される。最終案は理事会で

の承認を経て、計画の実践を開始する。さら

に5月に開催される通常総代会で決議される。

なお、計画の実践状況については、毎年度

現状把握を行い、対応策が講じられる。対応

策についても、業務研究会、協活幹事会、運

営審議委員会、支所協同活動推進協議会での

審議が行われる。

５ 中期計画（JA福光ゆめプランパートⅡ）の内容

上記のプロセスを経て、03年度に策定され

た中期計画が、ＪＡ福光ゆめプランパートⅡ

（協同活動強化第10次３か年運動　04～06年

度）である。メインテーマは「安心して暮ら

せる地域社会をめざして」であり、サブテー

マとして、営農面では「安全・安心な農産物

の提供できる福光農業システムづくり」、生

活面では「安全・安心で豊かなしあわせづく
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第１図　JA福光の協同活動強化運動３か年計画策定の流れ�
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り」、経営面では「経営の健全性・高度化を

発揮できるＪＡづくり」が設定されている（第

２図）。これらのサブテーマには、それぞれ

３つの長期的な目標が設定されている。

（１）営農

営農面の目標は、Ⅰ消費者に安全・安心で

信頼される農産物づくり、Ⅱ担い手・地域営

農育成と段階的法人化組織づくり、Ⅲ地域農

業戦略を基本とした販売づくり、である。こ

れらの目標は、各期で大きな変更があるわけ

ではなく、継続的に取組む長期的目標である。

各目標に対しては、現状の課題と具体策を

示している。最も多くの課題を設定している

Ⅰについてみると、安全・安心生産システム

づくりが課題の１つとなっており、具体策と

して生産履歴記帳の実践、品質管理等の徹底

で福光らしい農産物の提供、消費者とのコミ

ュニケーションの促進、をあげている。

（２）生活

生活面の目標は、Ⅰ健康管理・高齢者福祉

の地域づくり、Ⅱ自然と共に生きるくらしづ

くり、Ⅲ消費者を守る心豊かな生活づくり、

である。従来から当JAでは健康管理活動に

注力している。そこでⅠについて課題をみる

と、高齢者福祉活動の実践、ＪＡ助け合い運

動の展開、健康意識と健康増進・維持意識の

高揚がある。その具体策としては、ホームヘ

ルパーの育成、ボランティア活動の展開、健

康診断の強化などをあげている。

（３）経営

農協経営面の目標は、Ⅰ健全な経営改革シ

ステムづくり、Ⅱ組織基盤の拡充と活力ある

地域づくり、Ⅲ信頼され地域社会へ貢献でき

るJAづくり、である。Ⅱに注目すると、課

題として、組合員組織の活性化とむすびつき

強化、組合員ニーズに応じた取組みと組合員

加入促進、農政運動の展開、があり、具体策

として、組合員の加入促進や女性の経営参加

等をあげている。

むすび

このように、当ＪＡの中期計画の特徴はそ

の策定プロセスにある。組合員は事業の利用

だけでなく、計画策定にも参加している。ま

た農協職員は、トップ層のみならず、若手か

ら管理職まで幅広く計画策定に関与している。

このようなプロセスによって、地域の問題点

と課題が広く共有され、計画は組合員や消費

者のニーズ、職員の意思が反映されたものと

なっているように思われる。例えば、当JA

が先進的に取組んできた集落営農も協同活動

強化運動の中から生まれたものである。

当ＪＡは、このような協同活動強化運動を

30年間継続してきた。福光地域においても高

齢化は例外ではない。しかし当地域では、退

職した学校教員や役場職員が集落営農のリー

ダーとなって集落をまとめるケースが増えて

おり、農協の総代も以前より若返ってきてい

るとのことである。協同活動強化運動につい

ても後継者が着実に育成されていることがう

かがえる。 （尾高恵美）
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